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国土審議会計画部会及び圏域 

部会の検討状況について（報告） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 現在、国土審議会計画部会では、国土形成計画の策定に関し、全国計画について

平成１９年中頃までを目途に策定できるよう、全国計画の案の作成に関して調査審

議を、また、圏域部会では、国土形成計画の策定に関し、一体として総合的な国土

の形成を推進することが必要な地域の区分のあり方に関して調査審議を進めてい

るところです。 

平成１７年１０月から計画部会及び圏域部会の両部会でご議論いただいている

ところですが、現在の審議状況についてご報告いたします。 
 



計画部会における主要な論点①

○長いライフサイクルの中での国民の生活設計（労働形態、家族形態、
育児・介護ケアの仕組み、居住形態等）についてどう考えるか。

○｢定住人口」や、観光旅行者等の｢交流人口」以外に、インターネット住
民等の｢情報交流人口」、都市住民が農山漁村等にも生活拠点を持つ
｢二地域居住人口」を組みあわせた｢４つの人口」というコンセプトが考
えられないか。

○国民の価値観が多様化する中で、自らの価値観によって多様なライフ
スタイルの選択が可能となる「多選択社会」をどのように実現するか。

○人口減少・高齢化が進展する中、我が国の都市圏において顕在化、深
刻化する問題は何か。人口集積の程度等による差異をどのように整理
できるか。

○地方都市圏における生活圏域は今後いかにあるべきか。特に基礎的
サービスの持続的維持に必要な圏域の規模・都市構造はどのようなも
のか。

○大都市圏における人口流入の収束傾向等がみられる中、今後の大都
市圏政策はいかにあるべきか。高齢化、環境、国際競争力の確保等
新たな課題にどう対応していくか。

○長いライフサイクルの中での国民の生活設計（労働形態、家族形態、
育児・介護ケアの仕組み、居住形態等）についてどう考えるか。

○｢定住人口」や、観光旅行者等の｢交流人口」以外に、インターネット住
民等の｢情報交流人口」、都市住民が農山漁村等にも生活拠点を持つ
｢二地域居住人口」を組みあわせた｢４つの人口」というコンセプトが考
えられないか。

○国民の価値観が多様化する中で、自らの価値観によって多様なライフ
スタイルの選択が可能となる「多選択社会」をどのように実現するか。

○人口減少・高齢化が進展する中、我が国の都市圏において顕在化、深
刻化する問題は何か。人口集積の程度等による差異をどのように整理
できるか。

○地方都市圏における生活圏域は今後いかにあるべきか。特に基礎的
サービスの持続的維持に必要な圏域の規模・都市構造はどのようなも
のか。

○大都市圏における人口流入の収束傾向等がみられる中、今後の大都
市圏政策はいかにあるべきか。高齢化、環境、国際競争力の確保等
新たな課題にどう対応していくか。

○世界経済の中でもアジア地域を重視すべきではないか。

○将来の産業構造・エネルギー需給の展望をどう考えるか。

○我が国経済の成長のエンジンとして、都市の国際競争力・経済活
力をどのように付けていくべきか。世界から人を引きつけるための
磁力としての装置は何か。

○多様な人財の集積という観点から知的労働者・留学生が活躍でき
る仕組みが考えられないか。

○地域活力を維持するためには、地域の個性や既存ストック（社会
資本・文化資本）を活用した特色ある地域づくりを行うことが必要
ではないか。

○東アジア地域の成長が予測される中で、東アジア地域との連携に
よって諸都市を育成することができないか。

○世界経済の中でもアジア地域を重視すべきではないか。

○将来の産業構造・エネルギー需給の展望をどう考えるか。

○我が国経済の成長のエンジンとして、都市の国際競争力・経済活
力をどのように付けていくべきか。世界から人を引きつけるための
磁力としての装置は何か。

○多様な人財の集積という観点から知的労働者・留学生が活躍でき
る仕組みが考えられないか。

○地域活力を維持するためには、地域の個性や既存ストック（社会
資本・文化資本）を活用した特色ある地域づくりを行うことが必要
ではないか。

○東アジア地域の成長が予測される中で、東アジア地域との連携に
よって諸都市を育成することができないか。

○人口減少が進展する中で、持続可能な自立的な地域社会の姿を
どう描くか。その形成に向けた鍵は何か。その際の国等の関与、
役割について、どう考えるか。

○地域コミュニティの今日的な意義について、どう考えるか。

○多様な社会的サービス（生活関連サービス）を持続的に提供する
ための地域社会の経営システムをどのように構築していくか。

○地域の自立的な活性化を目指して、地域経営のあり方をどう考え
るか。

○人口減少が進展する中で、持続可能な自立的な地域社会の姿を
どう描くか。その形成に向けた鍵は何か。その際の国等の関与、
役割について、どう考えるか。

○地域コミュニティの今日的な意義について、どう考えるか。

○多様な社会的サービス（生活関連サービス）を持続的に提供する
ための地域社会の経営システムをどのように構築していくか。

○地域の自立的な活性化を目指して、地域経営のあり方をどう考え
るか。

ライフスタイル・生活に係る論点 産業展望・東アジア連携に係る論点

自立地域社会に係る論点



計画部会における主要な論点②

○ 魅力ある国土の形成に向けた国土の質的転換を図る上で目指す
べき国土基盤像はどのようなものか。特に、アジア経済とのシナ
ジー効果による我が国の持続的な発展、IT化によってもたらされた
サイバー空間と一体的となった国土、計画的な縮退による質の高
い都市空間などを形成するために、どのような国土基盤が必要か。

○ 国土の質的転換のために必要な具体のアクションは何か。特に、
持続可能で安全・安心・安定な国土の形成のための国土基盤、世
界に開かれた魅力ある国土形成をするための国土基盤の整備等
をどのように推進していくか。例えば、既存ストックのポテンシャル
をどのように引き出していくか。

○ 魅力ある国土の形成に向けた国土の質的転換を図る上で目指す
べき国土基盤像はどのようなものか。特に、アジア経済とのシナ
ジー効果による我が国の持続的な発展、IT化によってもたらされた
サイバー空間と一体的となった国土、計画的な縮退による質の高
い都市空間などを形成するために、どのような国土基盤が必要か。

○ 国土の質的転換のために必要な具体のアクションは何か。特に、
持続可能で安全・安心・安定な国土の形成のための国土基盤、世
界に開かれた魅力ある国土形成をするための国土基盤の整備等
をどのように推進していくか。例えば、既存ストックのポテンシャル
をどのように引き出していくか。

○消費資源の多くを海外に依存し、国土や地球環境に多大な負荷が
かかっている中で、将来の世代により良い状態で国土を継承してい
くには、どのような取り組みが必要か。

○都市的土地利用を、自由な土地利用を原則としつつ、国土全体とし
て持続可能性や公益性を高める方向性にマネジメントするメカニズ
ムをどのように構想するか。

○災害リスクを前提とした土地利用の規制・誘導等を漸進的に進める
ことが重要であると考えるが、どのような手法が考えられるか。

○森林、農地について、多様な主体による直接・間接的な管理への参
画（国民的経営）や人口減少に対応した管理（選択的管理）をどの
ように構築するか。また、戦略産業としての農業の可能性をどう考
えるか。

○自然環境と人間活動が調和するランドスケープの形成に向けて、ど
のような取り組みが必要か。また、水と緑のネットワークをどのよう
に形成していくか。

○海洋・沿岸域の総合的管理の仕組みをどう構築していくか。

○消費資源の多くを海外に依存し、国土や地球環境に多大な負荷が
かかっている中で、将来の世代により良い状態で国土を継承してい
くには、どのような取り組みが必要か。

○都市的土地利用を、自由な土地利用を原則としつつ、国土全体とし
て持続可能性や公益性を高める方向性にマネジメントするメカニズ
ムをどのように構想するか。

○災害リスクを前提とした土地利用の規制・誘導等を漸進的に進める
ことが重要であると考えるが、どのような手法が考えられるか。

○森林、農地について、多様な主体による直接・間接的な管理への参
画（国民的経営）や人口減少に対応した管理（選択的管理）をどの
ように構築するか。また、戦略産業としての農業の可能性をどう考
えるか。

○自然環境と人間活動が調和するランドスケープの形成に向けて、ど
のような取り組みが必要か。また、水と緑のネットワークをどのよう
に形成していくか。

○海洋・沿岸域の総合的管理の仕組みをどう構築していくか。○人口減少、高齢化、東アジア経済の成長など、これまでとは社会経
済情勢が大きく異なっていく中で、望ましい国土構造は、如何にあ
るべきと考えるか。

○国と地方の協働によるビジョンづくりに向けて、全国計画と広域地
方計画の関係をどのように考えるか。

○国土形成計画に対する国民一般の関心を喚起する仕組みをどのよ
うに構築していくか。

○人口減少、高齢化、東アジア経済の成長など、これまでとは社会経
済情勢が大きく異なっていく中で、望ましい国土構造は、如何にあ
るべきと考えるか。

○国と地方の協働によるビジョンづくりに向けて、全国計画と広域地
方計画の関係をどのように考えるか。

○国土形成計画に対する国民一般の関心を喚起する仕組みをどのよ
うに構築していくか。

国土基盤整備に係る論点 持続可能な国土管理に係る論点

国土構造その他に係る論点



ブロック計画の計画圏域

北海道開発法

中国地方開発促進法

沖縄振興特別措置法

※福井県は近畿圏整備法、中部圏開発整備法、北陸地方開発促進法の計画圏域に重複
※富山県、石川県は中部圏開発整備法、北陸地方開発促進法の計画圏域に重複
※三重県、滋賀県は近畿圏整備法、中部圏開発整備法の計画圏域に重複

鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県

北陸地方開発促進法

東北開発促進法

四国地方開発促進法

近畿圏整備法

中部圏開発整備法

首都圏整備法

青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
新潟県

富山県
石川県
福井県

福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県 徳島県

香川県
愛媛県
高知県

福井県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県

富山県
石川県
福井県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県

東京都
埼玉県
千葉県
神奈川県
茨城県
栃木県
群馬県
山梨県

九州地方開発促進法

これまでのブロック計画の計画圏域 広域地方計画区域設定の考え方

自然、経済、社会、文化等において
密接な関係が相当程度認められる区域

二以上の都府県の区域
（都府県の区域は分割しない）

一体として総合的な国土の形成を
推進する必要がある区域

北海道及び沖縄県を除く４５都府県を
重複なく、隙間なく、多くとも１０程度の
区域に大括りに区分

○広域地方計画協議会には、区域内の市町村、区域に
隣接する地方公共団体、地元経済界その他密接な関
係を有する者を加えることができる。

○計画内容は、広域地方計画区域における国土の形成
に関する①方針、②目標、③広域の見地から必要とさ
れる主要な施策（特に必要があると認められる区域外
にわたるものを含む）を定める。

広域地方計画区域について



広域地方計画区域区割り案

パターン１ パターン３

パターン４パターン２

※地方公共団体、経済団体等に対し意見照会を実施



広域地方計画区域割り案(近畿圏)の意見照会結果

近畿２府４県 その他の区割 重複

滋賀県
近畿圏、中部圏の両区域に重
複して位置づけるべき

○

京都府 ○

京都市 ○

大阪府 ○

大阪市 ○

堺市 ○

兵庫県 選 択 を 示 さ ず

神戸市 選 択 を 示 さ ず

奈良県 ○

和歌山県 ○

関西経済連 ○

近畿商工連 選 択 を 示 さ ず

滋賀県商工連 選 択 を 示 さ ず

京都府商工連 選 択 を 示 さ ず

大阪府商工連 選 択 を 示 さ ず

兵庫県商工連 ○

奈良県商工連 ○

和歌山県商工連 ○

計 11 1 1

※ 全体としても、

府県の意見としても、

「２府４県」が多数。



事 務 連 絡  

平成 18 年 4 月 21 日 

 

各都府県担当部長 

各政令市担当局長 

各経済団体担当部署 あて 

 

国土交通省国土計画局 

                                地方計画課長 

 

国土形成計画広域地方計画区域検討案に対する 

地方公共団体、経済団体からの意見聴取結果について 

 

 日頃より国土交通行政にご協力賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、３月９日付文書による照会に対しご提出いただいた国土形成計画広域地方計

画区域検討案に関するご意見について、別添１のとおりとりまとめ、４月１９日に開

催しました国土審議会第７回圏域部会に提出いたしましたのでご報告いたします。ご

協力ありがとうございました。 

また、第７回圏域部会での議論の概要は別添２のとおりですが、 

 圏域の自立性、自主性ということを考えれば、区域は大括りがよく、パターン４

が適当 

 望ましいのはパターン４だが、実行可能性を考えると、北陸・中部や中国・四国

を別々の圏域にという意見も強いので慎重に検討すべき 

 圏域のバランスも考慮にいれるべきで、関東を南北に分けることも検討すべき 

 まとめる時には、最大公約数ではなく、基本的なスタンスを決め、一貫した論理

の下で案を示すべき 

 部会としての基本的な考え方を示す一方で、地元の考え方との調整も必要 

との意見が出されました。 

 圏域部会では、今回提出していただいた地方公共団体、経済団体からの意見を踏ま

え、引き続き広域地方計画区域のあり方について検討し、６月頃を目途に部会報告の

とりまとめを行う予定にしております。つきましては、第７回圏域部会での議論を踏

まえ、さらに貴団体としてのご意見やご質問がございましたら、５月１７日（水）ま

でに下記担当にご提出くださいますようお願いいたします。 

 

 

〔担当〕 

国土交通省国土計画局地方計画課 

   中宮 

TEL．03-5253-8364  FAX. 03-5253-1572 

E_Mail nakamiya-h2kt@mlit.go.jp 
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